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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般財団法人日本船舶技術研究協会（JSTRA）

から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経

て，国土交通大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS F 0600 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS F 0600-1 第 1 部：船舶の防汚方法に用いる殺生物性活性物質の海洋環境リスク評価法 

JIS F 0600-2 第 2 部：殺生物性活性物質を用いた船舶の防汚方法の海洋環境リスク評価法 

 

 



 

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

日本工業規格          JIS 
 F 0600-1：2015 
 (ISO 13073-1：2012) 

船舶及び海洋技術－ 

船舶の防汚方法に関するリスク評価－ 

第 1 部：船舶の防汚方法に用いる殺生物性 

活性物質の海洋環境リスク評価法 

Ships and marine technology-Risk assessment on anti-fouling systems  

on ships-Part 1: Marine environmental risk assessment method of 

biocidally active substances used for anti-fouling systems on ships 

 
序文 

この規格は，2012 年に第 1 版として発行された ISO 13073-1 を基に，技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本工業規格である。 

船体没水部にフジツボ，藻類などの汚損生物が付着すると，水に対する船体の推進抵抗が増加して燃料

消費の増加をもたらすとともに，外来生物の移動によって海洋環境に重大な害を及ぼす可能性がある。こ

の問題に対する手段として，汚損生物の付着を抑制する殺生物性活性物質に依存する防汚方法（例えば，

防汚塗料）を船体に適用している。殺生物剤として使用された有機スズ化合物（防汚塗料においてかつて

使用された）の海洋生物及び人体への有害な影響が世界的に懸念されてきた。有機スズ化合物が継続して

使用されることを防止するため，有害物質を含む防汚方法の使用を規制する法的拘束力のある国際的枠組

みが国際海事機関（IMO）において審議された。その結果，2001 年 10 月にロンドンで行われた IMO 外交

会議において，船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約（AFS 条約）が採択され，2008 年 9 月に発

効した。 

この条約には，条約の枠組み内の多種の有害な防汚方法を取り扱うことを想定し，防汚方法をリスク評

価するプロセスの記述を含んでいる。条約の附属書 2 及び附属書 3 では防汚方法が環境に有害であり，船

舶への使用制限の必要性を判断するために必要な情報のリストを示しているが，この判断を行うための海

洋環境リスク評価方法は提示していない。一方で，AFS 条約とともに IMO が採択した決議 3 では，締約

国に対し，殺生物性活性物質を含む防汚方法の試験方法及び評価方法並びに性能標準を調和させるための

作業を適切な国際的な討議の場で継続することを提言している。 

これらを背景に，防汚方法で使用する殺生物性活性物質の科学的な環境リスク評価のための国際的方法

が国際的に求められている。この規格は，制度が存在しない又は制度が未発達の国々における制度導入へ

の現実的なアプローチ（すなわち，自主規制又は自主認可制）による当該国の水域環境保護の進展を支援

するために，制定した。 

この規格は，防汚方法に含まれる殺生物性活性物質の使用が許容できるかどうかを評価するために用い

ることを意図している。使用が許容できない物質を示すネガティブリストである AFS 条約附属書 1 におけ


